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川崎市規則第１０５号 



川崎市児童相談所長委任規則及び川崎市児童福祉法施行細則の一部を改

正する規則 

（川崎市児童相談所長委任規則の一部改正） 

第１条 川崎市児童相談所長委任規則（昭和４７年川崎市規則第２５号）の一

部を次のように改正する。 

本則第３４号中「第３３条」を「第３２条」に改める。 

（川崎市児童福祉法施行細則の一部改正） 

第２条 川崎市児童福祉法施行細則（昭和４７年川崎市規則第６２号）の一部

を次のように改正する。 

  第１５条第２項中「第３３条」を「第３２条」に改める。 

附 則 

 この規則は、公布の日から施行する。 

 


